
 

 
押印廃止に関する特記仕様書 

 
（適用） 

第１条 本仕様書は、土木設計業務等共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）におけ

る押印廃止に関し必要な事項を定めるものとする。 

（押印廃止に関する読み替え） 

第２条 共通仕様書、第１章総則第２条、２９中「発行年月日を記録し、署名又は捺印し

たものを有効とする。」とあるのは「発行年月日を記載したものを有効とする。」と読み

替えるものとする。 

２ 共通仕様書、第１章総則第８条、２（６）中「照査技術者の責において署名捺印のう

え管理技術者に提出するものとする。」とあるのは「照査技術者の責において管理技術者

に提出するものとする。」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第３条 本仕様書について、発注者と受注者との相互の間に疑義が生じたとき又は本仕様

書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 

  附 則 

 本仕様書は、令和３年１月７日から適用する。 

 


